
 

 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が

あ
っ
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
三
年
五
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

神
奈
川
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

委
員
長 

国 

吉 

一 

夫 

 
 



 

 

資
金
管
理
団 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
体
の
届
出
を 

公
職
の
種
類 

資
金
管
理
団
体
の 

 
 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 
 

 
 

 
 

 
 

指
定
年
月
日 

 
 

し
た
者
（
代 

 
 

 
 

 
 

名
称 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

表
者
）
の
氏 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

名 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

後
藤 

吾
郎 

鎌
倉
市
議
会 

後
藤
吾
郎
を
応
援 

神
奈
川
県
鎌
倉
市
大
船
二
―
一
九
―
三
六 

 

三
、 

四
、 

四 

 
 

 
 

 
 

議
員 

 
 

 

す
る
会 

 
 

 
 

 

二
〇
一
号
室 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

須
田 

幸
平 

神
奈
川
県
議 
須
田
こ
う
へ
い
後 

神
奈
川
県
横
浜
市
旭
区
南
本
宿
町
五
七
― 

 

三
、 

四
、
二
一 

 
 

 
 

 
 

会
議
員 

 
 

援
会 

 
 

 
 

 

六 

ガ
ー
デ
ン
テ
ラ
ス
Ｄ
―
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

中
村 

博
幸 

鎌
倉
市
議
会 

千
一
と
バ
リ
ア
フ 

神
奈
川
県
鎌
倉
市
扇
ガ
谷
四
―
二
七
―
七 

 

三
、 

四
、
一
一 

 
 

 
 

 
 

議
員 

 
 

 

リ
ー
を
考
え
る
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

村
上 

俊
光 

清
川
村
議
会 

Ｏ
Ｎ
Ｅ
清
川
の
会 

神
奈
川
県
愛
甲
郡
清
川
村
煤
ケ
谷
二
一
八 

 

三
、 

一
、 

一 

 
 

 
 

 
 

議
員 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


